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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　任意の波面を再生するためのホログラムを作製する方法において、
　コンピュータにより、所望の再生波面に関するホログラム面上での位相および／または
振幅の分布を計算し、
　空間光変調素子により、前記コンピュータで計算された位相および／または振幅の分布
をレーザー光に与えて物体光とし、
　結像系により、前記空間光変調素子による物体光の位相および／または振幅の分布を、
前記結像系内の前記変調された物体光のフーリエ面付近に配置された所望の光成分だけを
透過させる遮光手段を透過させつつ結像してホログラム記録用の感光材料に入射させ、前
記感光材料に、前記物体光と可干渉性のある参照光を入射させて両者の干渉により干渉縞
を記録するようにし、
　前記コンピュータによる分布計算の結果、前記空間光変調素子による位相および／また
は振幅の分布の周波数成分が大きな幅を有する場合、前記位相および／または振幅の分布
を複数の小さな周波数帯毎に振分けて分布を作成し、
　前記各周波数帯毎に前記干渉縞の記録を行ない、
　前記各周波数帯の全てを多重露光するようにした
ことを特徴とするホログラムの作製方法。
【請求項２】
　前記請求項１に記載のホログラムの作製方法において、
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　前記遮光手段としては、前記結像系内における空間光変調素子の位相および／または振
幅の分布のフーリエ面に配置するようにした
ことを特徴とするホログラムの作製方法。
【請求項３】
　前記請求項１に記載のホログラムの作製方法において、
　前記遮光手段としては、前記空間光変調素子のセル構造から決まる０次回折光成分だけ
を透過させるようにした
ことを特徴とするホログラムの作製方法。
【請求項４】
　前記請求項１に記載のホログラムの作製方法において、
　前記遮光手段としては、前記空間光変調素子のセル構造、および前記コンピュータによ
る分布計算の結果から決まる光成分だけを透過させるようにした
ことを特徴とするホログラムの作製方法。
【請求項５】
　前記請求項１乃至請求項４のいずれか１項に記載のホログラムの作製方法において、
　前記結像系としては、縮小結像系を用いるようにした
ことを特徴とするホログラムの作製方法。
【請求項６】
　前記請求項１乃至請求項５のいずれか１項に記載のホログラムの作製方法において、
　前記遮光手段としては、透過光の振幅分布を変調可能な空間光変調素子を用いるように
した
ことを特徴とするホログラムの作製方法。
【請求項７】
　前記請求項１乃至請求項６のいずれか１項に記載のホログラムの作製方法において、
　前記参照光を、前記結像系を通して入射させるようにした
ことを特徴とするホログラムの作製方法。
【請求項８】
　前記請求項１乃至請求項７のいずれか１項に記載のホログラムの作製方法において、
　前記感光材料を、感光材料面内で移動させるようにした
ことを特徴とするホログラムの作製方法。
【請求項９】
　前記請求項１乃至請求項８のいずれか１項に記載のホログラムの作製方法において、
　前記空間光変調素子としては、液晶表示デバイスを用いるようにした
ことを特徴とするホログラムの作製方法。
【請求項１０】
　前記請求項１乃至請求項９のいずれか１項に記載のホログラムの作製方法において、
　前記遮光手段としては、液晶表示デバイスを用いるようにした
ことを特徴とするホログラムの作製方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、任意の波面を再生するためのホログラムを作製する方法および装置に係り、特
に空間光変調素子による位相および／または振幅変調が不十分であっても、望ましい干渉
縞パターンを有するホログラムを精度良く作製できるようにしたホログラムの作製方法お
よび装置に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
一般に、ホログラムは、任意の波面を再生する目的には優れた媒体である。しかしながら
、通常のレーザー光の干渉を用いて撮影して得られるホログラムは、実際に被写体等を必
要とするため、被写体や得られたホログラムには、自ら限定／限界がある。
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【０００３】
一方、計算機ホログラム（ＣＧＨ：Computer Generated Hologram ）は、実際にレーザー
光等で干渉的に作製することが不可能なホログラムも作製することができる技術である。
すなわち、コンピュータにより、所望の波面を再生するためのホログラム面上での複素振
幅分布を計算し、これを物理的に実現するようなものを作製すれば、ＣＧＨが完成する。
【０００４】
ところで、このようなＣＧＨを作製するための方法としては、従来から、計算されたパタ
ーンをＸ－Ｙプロッター等により描画し、写真縮小等して適切な大きさにする方法、ある
いは高解像度を有する装置を用いて、パターンを直接描画する方法等がある。
【０００５】
しかしながら、これらの方法では、いずれもコンピュータでの計算量が膨大であり、した
がって長時間の処理を要し、取り扱うデータ量も膨大となる。また、作製する際にも、膨
大なデータを描画等しなければならないため、これにも長時間の処理が必要であり、特に
比較的大きいサイズのＣＧＨを作製することは不可能である。
【０００６】
そこで、最近では、このような問題を解決するための方法として、例えば“特願平６－１
０５６９４号”に示すようなホログラムの作製方法が提案されてきている。
【０００７】
すなわち、このホログラムの作製方法は、空間光変調素子により物体光の位相または位相
・振幅（以下、位相および／または振幅と称する）の分布を生成し、物体光を縮小結像す
ると同時に、参照光と干渉させることにより干渉縞を記録する方法である。
【０００８】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、このような方法では、一般的に、空間光変調素子として液晶表示デバイス
等を使用して位相および／または振幅変調を行なう場合、空間光変調素子により物体光の
位相および／または振幅分布を正確に変調することは非常に難しく、望ましい干渉縞パタ
ーンを有するホログラムを精度良く作製することが困難である。
【０００９】
本発明の目的は、コンピュータ上での計算量を少なくし、短時間に高精度な任意の波面を
再生するためのホログラムを簡便に作製することができ、さらに空間光変調素子による位
相および／または振幅変調が不十分であっても、望ましい干渉縞パターンを有するホログ
ラムを精度良く作製することが可能なホログラムの作製方法および装置を提供することに
ある。
【００１０】
【課題を解決するための手段】
　上記の目的を達成するために、請求項１の発明では、任意の波面を再生するためのホロ
グラムを作製する方法において、コンピュータにより、所望の再生波面に関するホログラ
ム面上での位相および／または振幅の分布を計算し、空間光変調素子により、コンピュー
タで計算された位相および／または振幅の分布をレーザー光に与えて物体光とし、結像系
により、空間光変調素子による物体光の位相および／または振幅の分布を、結像系内の上
記変調された物体光のフーリエ面付近に配置された所望の光成分だけを透過させる遮光手
段を透過させつつ結像してホログラム記録用の感光材料に入射させ、感光材料に、物体光
と可干渉性のある参照光を入射させて両者の干渉により干渉縞を記録するようにし、コン
ピュータによる分布計算の結果、空間光変調素子による位相および／または振幅の分布の
周波数成分が大きな幅を有する場合、位相および／または振幅の分布を複数の小さな周波
数帯毎に振分けて分布を作成し、各周波数帯毎に干渉縞の記録を行ない、各周波数帯の全
てを多重露光するようにしている。
【００１１】
ここで、特に上記遮光手段としては、例えば請求項２に記載したように、結像系内におけ
る空間光変調素子の位相および／または振幅の分布のフーリエ面に配置することが好まし



(4) JP 4199332 B2 2008.12.17

10

20

30

40

50

い。
【００１２】
また、上記遮光手段としては、例えば請求項３に記載したように、空間光変調素子のセル
構造から決まる０次回折光成分だけを透過させることが好ましい。
さらに、上記遮光手段としては、例えば請求項４に記載したように、空間光変調素子のセ
ル構造、およびコンピュータによる分布計算の結果から決まる光成分だけを透過させるこ
とが好ましい。
【００１３】
　従って、請求項１乃至請求項４の発明のホログラムの作製方法においては、コンピュー
タによって所望の再生波面に関するホログラム面上での位相および／または振幅の分布を
計算し、空間光変調素子によって上記位相および／または振幅の分布をレーザー光に与え
て物体光とし、当該物体光の位相および／または振幅分布を結像系により結像して感光材
料に入射する際に、結像系内の変調された物体光のフーリエ面付近に配置された所望の光
成分だけを透過させる遮光手段を透過させた後に、感光材料に物体光と可干渉性のある参
照光を入射させて干渉縞を記録することにより、望ましい位相および／または振幅分布を
持った物体光を感光材料面に入射できるため、空間光変調素子による位相および／または
振幅変調が不十分であっても、望ましい干渉縞パターンを有するホログラムを精度良く作
製することができる。また、請求項１の発明のホログラムの作製方法においては、空間光
変調素子の変調パターンを幾つかの周波数帯の変調パターンに分け、一つの周波数帯の変
調パターンを１回の露光に使用し、各周波数パターン毎に不要な物体光成分は遮光手段で
遮光しつつ、分けた周波数パターンの分だけ順次露光することにより、結果として感光材
料上に望ましい干渉縞パターンを得ることができる。
【００１４】
また、コンピュータ上での計算において搬送波を除外できるため、計算量が極めて少なく
、短時間に計算が可能であり、かつデータ量も少なくすることができる。
【００１５】
さらに、レーザー光による露光プロセスにおいて、取り扱うデータ量が少なく、１回の露
光である程度の大きさのホログラムが作製できるため、短時間に高精度なホログラムを簡
便にして作製することができる。
【００１６】
一方、請求項５の発明では、上記請求項１乃至請求項４のいずれか１項の発明のホログラ
ムの作製方法において、結像系として、縮小結像系を用いるようにしている。
【００１７】
従って、請求項５の発明のホログラムの作製方法においては、結像系として縮小結像系を
用いることにより、粗い解像度の空間光変調素子を用いても、高い解像度で物体光を表現
することができ、十分細かい干渉縞パターンの変化を有するホログラムを作製することが
できる。
【００１８】
また、請求項６の発明では、上記請求項１乃至請求項５のいずれか１項の発明のホログラ
ムの作製方法において、遮光手段として、透過光の振幅分布を変調可能な空間光変調素子
を用いるようにしている。
【００１９】
従って、請求項６の発明のホログラムの作製方法においては、遮光手段として、透過光の
振幅（強度）分布を変調可能な空間光変調素子を用いることにより、遮光領域を任意に変
更できるため、必要な物体光の成分のみを選択的に透過させることができる。すなわち、
１回の露光で得られるホログラムのそれぞれにおいて、物体光を最適化することができる
。
【００２０】
さらに、請求項７の発明では、上記請求項１乃至請求項６のいずれか１項の発明のホログ
ラムの作製方法において、参照光を、結像系を通して入射させるようにしている。
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【００２１】
従って、請求項７の発明のホログラムの作製方法においては、参照光を結像系を通して入
射させることにより、焦点距離の短いレンズも使用可能となる等、装置のレンズ系等に対
する選択の範囲が増え、装置の小型化にも対応することができる。
【００２２】
また、請求項８の発明では、上記請求項１乃至請求項７のいずれか１項の発明のホログラ
ムの作製方法において、感光材料を、感光材料面内で移動させるようにしている。
【００２３】
従って、請求項８の発明のホログラムの作製方法においては、感光材料を感光材料面内で
移動させることにより、感光材料上の露光位置を適宜変えながら露光することが可能とな
るため、大きいサイズのホログラムを作製することも容易となる。
【００２８】
【発明の実施の形態】
本発明は、前述した従来のホログラムの作製方法において、空間光変調素子に対する結像
系内の物体光のフーリエ面付近に、所望の光成分だけを透過させる遮光手段（可変開口手
段）を配置することにより、空間光変調素子による物体光の位相および／または振幅の変
調が不十分であっても、望ましい干渉縞が記録できるようにするものである。
【００２９】
以下、上記のような考え方に基づく本発明の実施の形態について、図面を参照して詳細に
説明する。
（第１の実施の形態）
図１は、本実施の形態によるホログラムの作製方法を実現するためのＣＧＨ作製装置の構
成例を示す概要図である。
【００３０】
すなわち、本実施の形態のＣＧＨ作製装置は、図１に示すように、図示しないコンピュー
タで計算された所望の再生波面に関するホログラム面上での位相および／または振幅の分
布をレーザー光１Ａに与えて物体光１Ａ´とする空間光変調素子２と、前側焦点位置が空
間光変調素子２の配置位置に一致するように配置された第１のレンズ３１、第１のレンズ
３１の焦点距離ｆ1 と自身の焦点距離ｆ2 との和に相当する距離だけ、第１のレンズ３１
から離れた空間光変調素子２側と反対側位置に配置された第２のレンズ３２からなり、空
間光変調素子２による物体光１Ａ´の位相および／または振幅の分布を結像する結像系と
、第１のレンズ３１の後側焦点位置かつ第２のレンズ３２の前側焦点位置に一致するよう
に配置され、すなわち結像系内の上記変調された物体光１Ａ´のフーリエ面付近に配置さ
れ、所望の光成分だけを透過させる遮光手段４と、第２のレンズ３２の後側焦点位置に一
致するように配置され、遮光手段４を透過した物体光１Ａ´、およびこの物体光１Ａ´と
可干渉性のある参照光（レーザー光）１Ｂがそれぞれ入射されるホログラム記録用の感光
材料５とから構成している。
【００３１】
ここで、遮光手段４としては、結像系内における空間光変調素子２の位相および／または
振幅の分布のフーリエ面に配置するのが好ましい。
また、遮光手段４としては、空間光変調素子２のセル構造から決まる光成分だけを透過さ
せるか、または空間光変調素子２のセル構造、および上記コンピュータによる分布計算の
結果から決まる光成分だけを透過させるようにしている。
【００３２】
さらに、遮光手段４としては、透過光の振幅（強度）分布を変調可能な空間光変調素子（
例えば、液晶表示デバイス）を用いるのが好ましい。
一方、結像系としては、縮小結像系を用いるのが好ましい。すなわち、縮小結像のために
は、例えば第１のレンズ３１の焦点距離ｆ1 よりも短い焦点距離ｆ2 を持つレンズを第２
のレンズ３２に使用すればよく、これら２つのレンズ３１と３２の焦点距離の比が縮小比
となる。
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【００３３】
また、空間光変調素子２としては、液晶表示デバイスを用いるのが好ましい。
次に、以上のように構成した本実施の形態のＣＧＨ作製装置によるホログラムの作製方法
について説明する。
【００３４】
本実施の形態では、以下のような方法によってホログラムを作製する。
すなわち、図１に示すように、まず、図示しないコンピュータにより、所望の再生波面を
形成するためのホログラム面上での位相および／または振幅の分布を計算する。
【００３５】
次に、図示しないレーザー光源から発したレーザー光を２つに分け、そのうちの一方のレ
ーザー光１Ｂを、参照光としてホログラム記録用の感光材料５に入射させる。
【００３６】
また、もう一方のレーザー光１Ａを空間光変調素子２に入射させ、この空間光変調素子２
により、レーザー光１Ａに対して位相および／または振幅の変調を行ない、物体光１Ａ´
とする。
【００３７】
この時、空間光変調素子３では、コンピュータによって計算された所望の再生波面を形成
するための位相および／または振幅の変調を行なうようにし、この再生波面には搬送波に
関する考慮は全く含まない。
【００３８】
しかる後に、結像系により、物体光１Ａ´の位相および／または振幅分布における物体光
１Ａ´の入射方向と直交する方向の倍率を縮小して、物体光として上記感光材料５上のレ
ーザー光１Ｂと同じ位置に入射させる。
【００３９】
ここで、物体光１Ａ´の位相および／または振幅分布を結像系により結像して感光材料５
に入射する際に、結像系内の変調された物体光１Ａ´のフーリエ面に配置された所望の光
成分だけを透過させる遮光手段４を透過させた後に、感光材料５に物体光１Ａ´と可干渉
性のある参照光１Ｂを入射させて干渉縞を記録することにより、望ましい位相および／ま
たは振幅分布を持った物体光１Ａ´を感光材料５面に入射できるため、空間光変調素子２
による位相および／または振幅変調が不十分であっても、望ましい干渉縞パターンを有す
るホログラムが精度良く作製される。
【００４０】
これにより、感光材料５に、物体光（レーザー光）１Ａ´と可干渉性のある参照光（レー
ザー光１Ｂ）を入射して、両者の干渉によって所望のホログラムを作製、すなわち所望の
再生波面（レーザー光１Ａ´）と参照光（レーザー光１Ｂ）によって付与される搬送波と
の干渉縞を、感光材料５上にホログラムとして記録する。
【００４１】
そして、このようにして記録されたホログラムは、必要に応じて、現像等の処理を行なっ
た後に、適切な照明光を入射させることによって、所望の再生波面を得ることができる。
【００４２】
本実施の形態における再生波面としては、任意の波面を適用することができ、例えば実在
しない、もしくは実在しても通常の方法では得ることのできない３次元物体の表示や、光
学素子等の実現が容易に可能となる。
【００４３】
次に、以上のような本実施の形態によるホログラムの作製方法においては、平行光状のレ
ーザー光１Ａを空間光変調素子２に入射し、空間光変調素子２によって位相および／また
は振幅の分布を変調した後に、結像系（レンズ系）により結像して感光材料５上に入射し
、また同時に斜めから入射する参照光（レーザー光）１Ｂと干渉させることにより、干渉
縞を記録してホログラムを作製する。
【００４４】
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ここで、結像系は、空間光変調素子２の位相および／または振幅の分布を感光材料５上に
結像する機能を持ち、また結像系内における空間光変調素子２の位相および／または振幅
の分布のフーリエ面付近に、所望の光成分だけを透過させる遮光手段４を配置している。
【００４５】
このため、コンピュータ上での計算において、搬送波を除外できるため、計算量が極めて
少なく、短時間に計算が可能であり、かつデータ量（干渉縞の周波数の２倍以上のデータ
量がある）も少なくすることができる。また、レーザー光による露光プロセスにおいて、
取り扱うデータ量が少なく、１回の露光である程度の大きさのホログラムが作製できるた
め、短時間に高精度なホログラムを簡便にして作製することができる。さらに、結像系が
縮小結像機能を有する場合、粗い解像度の空間光変調素子２を用いても、空間光変調素子
２よりも高い解像度で物体光を表現することができ、十分細かい干渉縞パターンの変化を
有するホログラムを作製することができる。
【００４６】
すなわち、搬送波は、作製されたホログラムによって再生される再生波面と、再生するた
めに入射した照明光との分離のために必要である。一般的に、搬送波はホログラム面上に
おいて再生波面を形成する位相／振幅分布よりも高周波であり、したがって搬送波はホロ
グラムにおいて膨大なデータ量と高解像度を必要とする。レーザー光による干渉を用いる
本実施の形態において、搬送波は、参照光１Ｂの入射角度に依存する感光材料５上での位
相および／または振幅分布に置き換えられる。
【００４７】
従って、本実施の形態では、比較的粗い解像度で済む再生波面だけの位相および／または
振幅分布だけ処理すればよいため、データ量が少なく、計算も短時間であり、しかも比較
的粗い解像度の空間光変調素子２を用いても、十分に細かい干渉縞パターンを有するホロ
グラムを作製することができる。
【００４８】
ここで、一般に、空間光変調素子２によって位相および／または振幅変調を正確に行なう
ことは難しく、不十分な位相および／または振幅変調量しか得られなかったり、誤差を伴
なうことが多い。
【００４９】
この時、空間光変調素子２による位相および／または振幅変調を感光材料５上で再現して
も、望ましい干渉縞は得られない。そこで、第１のレンズ３１の後側焦点位置に遮光手段
４を配置して、空間光変調素子２のセル構造や、散乱特性等に起因する不必要な光の成分
を遮断すると共に、位相および／または振幅変調が正確でないために発生する回折光成分
も遮断することにより、望ましい干渉縞から成るホログラムを作製することができる。
【００５０】
位相および／または振幅変調が正確でないために発生する回折光成分と望ましい位相およ
び／または振幅変調に対応する光の成分の第１のレンズ３１の後側焦点位置における光の
分布は、それぞれ空間光変調素子２で変調した位相および／または振幅パターンによって
異なる。
【００５１】
すなわち、望ましい位相および／または振幅変調に対応する光の成分をより精密に取り出
すためには、第１のレンズ３１の後側焦点位置に配置した遮光手段４における遮光パター
ンをその都度変える必要がある。
【００５２】
従って、遮光手段４としても、透過光の強度（振幅）分布を変調可能な空間光変調素子を
用いるのが好ましい。
上記のような場合、第１のレンズ３１の後側焦点位置における光の分布は、空間光変調素
子２の位相および／または振幅分布とフーリエ変換の関係にある。
【００５３】
従って、第１のレンズ３１の後側焦点位置における光の分布は、コンピューターを用いて
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容易に計算でき、望ましい光の成分の分布も容易に把握できるため、遮光手段４における
遮光パターンを適切に準備することができる。
【００５４】
図２は、第１のレンズ３１の後側焦点位置（＝空間光変調素子２の位相および／または振
幅分布に対するフーリエ面）における光の分布と、それに対応する遮光手段４の遮光パタ
ーンの一例を示す図である。なお、図２では、望ましい光の分布として、Ｘ方向に傾斜し
た平面波を考えた場合について示している。
【００５５】
図２（ａ）は空間光変調素子２が完全に理想的に位相変調する場合、図２（ｂ）は空間光
変調素子２が理想的に位相変調するが、セル構造を持っている場合、図２（ｃ）は空間光
変調素子２の位相変調が不十分な場合（セル構造あり）について、それぞれ示している。
【００５６】
ここで、図２（ａ）に示すように、空間光変調素子２が完全に理想的に位相変調する場合
には、望ましい光しか存在しないので、遮光の必要はない。
しかし、実際には、ほとんど全ての空間光変調素子２がセル構造を持つため、空間光変調
素子２が理想的に位相および／または振幅変調しても、図２（ｂ）に示すような周期的な
回折光が発生する。
【００５７】
この場合には、セル構造による回折成分の周期は、空間光変調素子２上の変調パターンに
依存しないため、セル構造による回折成分の周期以下の大きさを持つた開ロサイズとなる
ような遮光パターンを用いればよい。
【００５８】
すなわち、空間光変調素子２のセル構造から決まる光成分だけを透過させるような遮光パ
ターンを用いればよい。
一方、空間光変調素子２の位相および／または振幅変調が不十分、あるいは誤差を伴なう
場合（現存する空間光変調素子の多くはこれに当てはまる）には、図２（ｃ）に示すよう
に多くの回折光が現われる。
【００５９】
しかし、フーリエ面においては、多くの場合、図示ように様々な回折光成分が分離するた
め、望ましい光の成分のみを通過させるように遮光手段４の遮光パターンを設定すれば、
望ましい光の成分のみが得られ、望ましい干渉縞を感光材料５に記録することができる。
【００６０】
すなわち、空間光変調素子２のセル構造、および上記コンピュータによる分布計算の結果
から決まる光成分だけを透過させるように、遮光手段４の遮光パターンを設定すればよい
。
【００６１】
図３は、空間光変調素子２上の位相分布の一例（Ｘ方向に傾斜した平面波を作る場合）を
示す図である。
図３（ａ）は望ましい位相分布、図３（ｂ）は空間光変調素子２にセル構造がある場合の
位相分布、図３（ｃ）は空間光変調素子２の位相変調が正しくない場合（セル構造なし）
について、それぞれ示している。
【００６２】
上述したように、本実施の形態では、空間光変調素子２によってコンピュータで計算され
た位相および／または振幅の分布をレーザー光１Ａに与えて物体光１Ａ´とし、この物体
光１Ａ´の位相および／または振幅分布を結像系により結像して感光材料５に入射する際
に、結像系内の変調された物体光１Ａ´のフーリエ面に配置された所望の光成分だけを透
過させる遮光手段４を透過させた後に、感光材料５に物体光１Ａ´と可干渉性のある参照
光１Ｂを入射させて干渉縞を記録するようにしているので、望ましい位相および／または
振幅分布を持った物体光を感光材料５面に入射できるため、空間光変調素子２による位相
および／または振幅変調が不十分であっても、望ましい干渉縞パターンを有するホログラ
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ムを精度良く作製することが可能となる。
【００６３】
また、コンピュータ上での計算において搬送波を除外できるため、計算量が極めて少なく
、短時間に計算が可能であり、かつデータ量も少なくすることが可能となる。
【００６４】
さらに、レーザー光による露光プロセスにおいて、取り扱うデータ量が少なく、１回の露
光である程度の大きさのホログラムが作製できるため、短時間に高精度なホログラムを簡
便にして作製することが可能となる。
【００６５】
一方、結像系として縮小結像系を用いているので、粗い解像度の空間光変調素子２を用い
ても、空間光変調素子２よりも高い解像度で物体光を表現することができ、十分細かい干
渉縞パターンの変化を有するホログラムを作製することが可能となる。
【００６６】
また、遮光手段４として、透過光の振幅（強度）分布を変調可能な空間光変調素子を用い
ているので、遮光領域を任意に変更できるため、必要な物体光１Ａ´の成分のみを選択的
に透過させることが可能となる。
【００６７】
（第２の実施の形態）
図４は、本実施の形態によるホログラムの作製方法を実現するためのＣＧＨ作製装置の構
成例を示す概要図であり、図１と同一部分には同一符号を付してその説明を省略し、ここ
では異なる部分についてのみ述べる。
【００６８】
すなわち、本実施の形態では、図４に示すように、図１における参照光１Ｂを、結像系の
一部を構成する第２のレンズ３２を通して、感光材料５面に入射させるようにしている。
【００６９】
従って、本実施の形態においては、第２のレンズ３２を通して参照光１Ｂを入射させるこ
とにより、第２のレンズ３２の焦点距離ｆ2 が短い場合でも容易に装置を構成することが
可能となる等、装置のレンズ系等に対する選択の範囲が増え、縮小率の高い結像系も容易
に実現でき、装置の小型化にも対応することができる。
【００７０】
（第３の実施の形態）
本実施の形態では、前記第１または第２の実施の形態において、コンピュータによる分布
計算の結果、空間光変調素子２による位相および／または振幅の分布の周波数成分が大き
な幅を有する場合、位相および／または振幅の分布を複数の小さな周波数帯毎に振分けて
分布を作成し、これら各周波数帯毎に干渉縞の記録を行ない、各周波数帯の全てを多重露
光するようにしている。
【００７１】
従って、本実施の形態においては、回折パターンがより複雑で望ましい光の成分とその他
の成分が重なってしまう場合（空間光変調素子２による位相および／または振幅の分布の
周波数成分が大きな幅を持つ揚合）に、空間光変調素子２の変調パターンを幾つかの周波
数帯の変調パターンに分けて、一つの周波数帯の変調パターンを１回の露光に使用し、分
けた周波数パターンの分だけ順次露光することにより、結果として感光材料５上に望まし
い干渉縞パターンを得ることができる。
【００７２】
すなわち、これは、空間光変調素子２の変調パターンの周波数がある程度の幅を持てば、
フーリエ面では望ましい光の分布が広がりを持ち、空間光変調素子２の変調パターンの周
波数が狭い範囲に限定されていれば、フーリエ面では望ましい光の分布が「点」状になる
ことを利用しているものである。
【００７３】
（第４の実施の形態）



(10) JP 4199332 B2 2008.12.17

10

20

30

本実施の形態では、前記第１または第２または第３の実施の形態において、感光材料５を
Ｘ－Ｙステージ等に載置し、このＸ－Ｙステージ等を制御することで、感光材料５を感光
材料面内で移動させるようにしている。
【００７４】
従って、本実施の形態においては、感光材料をＸ－Ｙステージ等に載置し、Ｘ－Ｙステー
ジ等を制御することで、感光材料５上の露光位置を適宜変えながら複数のホログラムを順
次露光することにより、大きいサイズのホログラムを作製することも容易となる。
【００７５】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明のホログラムの作製方法および装置によれば、コンピュータ
上での計算量を少なくし、短時間に高精度な任意の波面を再生するためのホログラムを簡
便に作製することが可能であるのに加えて、さらに空間光変調素子による位相および／ま
たは振幅変調が不十分であっても、望ましい干渉縞パターンを有するホログラムを精度良
く作製することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１の実施の形態によるホログラムの作製方法を実現するためのＣＧＨ
作製装置の構成例を示す概要図。
【図２】同第１の実施の形態における結像系内のフーリエ面における光の分布と、それに
対応する遮光手段の遮光パターンの一例を示す図。
【図３】同第１の実施の形態における空間光変調素子２上の位相分布の一例（Ｘ方向に傾
斜した平面波を作る場合）を示す図。
【図４】本発明の第２の実施の形態によるホログラムの作製方法を実現するためのＣＧＨ
作製装置の構成例を示す概要図。
【符号の説明】
１Ａ…レーザー光、
１Ａ´…物体光、
１Ｂ…参照光、
２…空間光変調素子、
３１…第１のレンズ、
３２…第２のレンズ、
４…遮光手段、
５…感光材料。
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